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マエストロの解説

　平成27年度税制改正において、「国外転出を
する場合の譲渡所得等の特例」が創設された

（以下「国外転出時課税」）。いわゆる「出国
税」といわれる制度で、国外に転出する居住者
が保有する株式等の含み益について出国時に譲
渡所得として課税する制度であり、アメリカ、
イギリス、ドイツ、フランス、カナダには、す
でに類似の制度が設けられているといわれてい
る。 こ れ は Base Erosion and Profit Shifting

（BEPS）プロジェクトの行動計画6（租税条約
の濫用防止）における提言を先取りした制度と
説明されており、本年（平成27年）7月1日に
施行される（7月1日以後の国外転出）。

制度の概要1
（1）制度の趣旨
　国外転出時課税の特例は、1億円以上の株式
等の有価証券や未決済の信用取引などの資産

（以下「対象資産」）を保有している一定の居住
者が、国外に転出する際に、これら資産の譲渡
又は決済（以下「譲渡等」）があったものとみ
なして、その時点で譲渡損益を認識し、その含
み損益を税務上実現させて確定申告等により納
税させる制度である（所法60の2①～③）。な
お、こうした譲渡所得等の収入すべき時期は、
当該国外転出をした日となる（所基通60の2－
1）。
　これは、次の図のように、例えば含み益のあ
る日本法人の株式を所有する者が、株式等の
キャピタルゲインに課税しない国に移住等し日
本の税務上非居住者のステイタスで株式等を譲
渡して日本の所得税を逃れることを問題視した
ものである。
　非居住者による日本法人の株式譲渡による所
得については、租税条約で源泉地国（日本）免
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税としている条約も多いところであるが、そも
そも所得税法上、課税範囲はかなり限定的なも
のとなっている（事業譲渡類似株式譲渡、不動
産化体株式譲渡等に限定）。つまり、非居住者
に対しては、ポリシーとして、あえて課税しな
いこととしているものである。したがって本制
度の趣旨は、非居住者に対する課税を強化する
ものではなく、日本の所得税を軽減するために
非居住者となること（つまり出国）をターゲッ
トとしているといえよう。株式の譲渡から生じ
る所得について、非居住者が居住地国（移住
先）で課税されないことと、日本で課税対象と
すべきか否かということは全く別次元の問題で
あり、本制度導入の必要性、趣旨の理解に当
たって、日本の課税権の範囲を居住地国での課
税の有無に関連づけて説明することは適当では
ないと考えられる。
　なお、日本で課税されず、移住先等でも課税
されないことを「二重非課税」としているが、
出国することによって日本の課税管轄からはず
れ、また移住先でたまたまキャピタルゲインが
非課税とされているものである（外国の税制の
問題である）。二重非課税という意義は不明瞭
であるが、課税権がある国（移住先）で、種々
の理由から非課税とされているというだけで、

「二重」という概念が適当かどうか疑問のある

ところである。
　また、本制度は、BEPSの議論の流れの中で
の租税条約の濫用防止のために導入された制度
と位置づけられている。株式の譲渡による所得
についての租税条約の濫用とは、当該租税条約
の適用を受けるべく当該相手国に移住すること
を指すものと推察されるが、そうであれば、そ
うしたケースに租税条約の適用を制限すること
で対処すべきであり、一部の特異なケースを防
止するために、新たに普遍的な課税策を導入す
べきかどうか疑問が残るところである。本来で
あれば、日本で譲渡所得として課税されるよう
な実態がありながら、何なりかの形式を装い、
日本居住者としての課税を逃れる行為には断固
とした対応が必要であろうが、「出国」という
一般的事象に対応すべき税制を創設すべき問題
とは考えられない。勤め先の事情等で、海外子
会社へ出向する場合や、ファミリー企業の株主
が海外進出（海外子会社の設立し、併せて出
国）する場合にも影響が出るであろう。こうし
たケースは、租税条約の濫用とは全く次元が異
なることである。
　さらに、次の点から、本制度は従来の譲渡所
得に対する課税原則、考え方を抜本的に変更す
るものである（BEPS及び租税条約の濫用防止
では、制度創設の根拠としては役不足と思う）。
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に係る消費税及び地方消費税は「仮受消費税等」、仕入れに係る消費税及び
地方消費税は「仮払消費税等」として別建てで記帳する方法

【図2】納付税額の処理方法

税込方式
翌期の申告の時点で租税公課として費用計上する

決算において未払費用として租税公課に計上する

仮受消費税等a/cと仮払消費税等a/cの残高を消却し、納付消費税等を未払費用と
して計上する。貸借の差額については、雑損失a/c、雑収入a/cにより処理をする。

【図2】仕入税額の計算方法

処
理
方
法

税抜方式

原則

特例

【図3】還付税額の処理方法

翌期に還付金が振り込まれた時点で雑収入として収益計上する

決算において未収入金として雑収入に収益計上する

仮受消費税等a/cと仮払消費税等a/cの残高を消却し、還付消費税等を未収入金と
して計上する。貸借の差額については、雑損失a/c、雑収入a/cにより処理をする。

原則

特例
税込方式

税抜方式

経
理
方
法

総額表示義務（転嫁対策法）の適用対象
となる取引

（経過措置A） （経過措置B） （経過措置C）

総額表示義務の適用除外となる取引（事
業者間取引）

計
算
方
法

適
用
期
間

平成16年4月1日
から当分の間

平成15年10月1日
から当分の間

内税価格に8/108を乗じ、
1円未満の端数を処理した
後の消費税額等を領収書
等に明示している場合（注）

平成26年4月1日
から当分の間

別途受領した消費税額等
に63/80を乗じて課税標
準額に対する消費税額を
計算することができる

領収書等に明示した消費税
額等に63/80を乗じて課
税標準額に対する消費税
額を計算することができる

別途受領した消費税額等
に63/80を乗じて課税標
準額に対する消費税額を
計算することができる

外税方式で本体価格と消
費税額等を区分して代金
を決済

内税価格で代金を決済
外税方式で本体価格と消
費税額等を区分して代金
を決済

【図1】旧消費税法施行規則22条1項の特例計算

【図2】外国銀行への預金利息

総額表示義務（転嫁対策法）の適用対象
となる取引

（経過措置A） （経過措置B） （経過措置C）

仕
入
税
額
の
計
算
方
法

6.3
108

税込課税仕入高 × 6.3
108

領収書等に記載された消費税額等 × 6380

帳簿等で区分経理した消費税額等 ×

（注）消費税額等の端数処理は切捨てか
　　四捨五入のいずれかによること

63
80

税込方式

（税抜課税売上高+仮受消費税等）×

課税標準額×6.3%
　　　　　  =課税標準額に対する消費税額

=課税標準額（千円未満切捨）

100
108

（注）「税抜価格」と「税抜価格×8%」との合計額に8/108を乗じて「経過措置B」を適用することはできないが、この場合には「経
　　過措置A」あるいは「経過措置C」を適用することができる。

日　

本 ア
メ
リ
カ

預金

利息

 譲渡（国外取引）輸入（引取課税）

【図1】輸出入取引の関係
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本
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譲渡
（国内取引＝輸出免税） 輸入

 譲渡
（国外取引）

輸入（引取課税）

ア
メ
リ
カ

譲渡
（国内取引＝輸出免税） 輸入

 譲渡
（国外取引）

輸入（引取課税）

【図3】役務の提供の内外判定

…

…例外

原則

判　
　

定

役務の提供が行われた場
所で判定する（消法4③二）。

国際運輸や国際通信な
ど、国際間にわたって行
われる役務の提供につ
いては、表3の区分ごと
に判定する（消令6②）。

テナント
販売

9,000円支払

販売商品の引渡し

10,000円支払

非居住者

貸
付
け
の
効
果

当社 外国銀行
課税資産の輸出
取引等とみなす

国内 国外

【図1】非居住者に対する貸付金利子の取扱い

【図】国外転出時課税の特例

金銭の貸付け

利息の収受
非居住者

貸
付
け
の
効
果当社

課税資産の輸出
取引等とみなす

国内 国外

【図3】外国銀行の日本支店への預金利息

預金

利息
当社 外国銀行外国銀行の

日本支店

非課税売上高
（みなし輸出取引とはならない）

国内 国外

【図4】外国銀行への国外支店からの預金利息

送金

預金 利息

利息

本店

外国銀行

外国銀行

国外支店

送金

利息

国外取引
（課税売上
割合の計
算に関係
させない）

国内 国外

【例：香港、シンガポール】
<日　　本>日　　本 キャピタルゲイン非課税国キャピタルゲイン非課税国

甲

A社株式

売却

⇒ 日本でも出国先の国でもキャピタルゲインに対して課税されない。

甲（A社創業者）

A社株式 国 外 転 出

含み益

含み益

キャピタルゲイン
非課税
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現行の所得税制の枠組みの中では極めて異質な
制度であり、諸外国ですでに導入されている制
度という位置づけであるが、こうした国々とは
所得税制の基本理念、特にキャピタルゲイン

（譲渡所得）に対する考え方が異なっている点
があることも考慮すべきであろう。

（i） 譲渡所得に対する課税は、所有資産の価値
の増加を「所得」として認識して課税するも
のであるが、こうした見解には反対説も多く
ある（一部の国では所得として考えていな
い）。これはいろいろな理由があるが、最も
説得力がある見解としては、資産の種類にも
よるところではあるが、譲渡益のある一定の
部分もしくはほとんどが、期間経過による物
価上昇による価値の名目的増加であり、所得

（利益）ではないという考え方である。しか
しながら、現行所得税法で、あえて譲渡所得
として認識、課税対象としているのは、そこ
に納税資金としての担税力を見出しているか
らに他ならないからであろう。それゆえ、含
み益を課税対象とするのであれば、課税対象
とされる含み益が担税力のある所得であるこ
とをより一層明確にする必要があるものと考
えられる。担税力のないものを所得認識する
ことは、現行所得税法の基本的理念から逸脱
することにもなりかねない。

（ii）キャピタルゲインは、数年間にわたって、
資産価値の増加が蓄積されたものでありなが
ら、譲渡所得に対する日本の所得税は、実際
に譲渡が行われ譲渡益が実現した年に一度で
課税する制度となっている。それゆえ、長期
保有の場合の軽減措置等の配慮がされてい
る。また、株式等の市場性のある資産につい
ては、資産移動の活性化等、様々な政策的観
点から特別措置が設けられているところであ
る（今現在はかなり縮減されている）。国外
転出時課税において、こうした制度がどこま
で適用されるべきなのか明確にされていない。

（iii）出国によって非居住者となるため、居住
者であった期間の所得（保有資産の価値の増
加部分）について清算、課税すべきという考
え方は、上記のように、譲渡所得に対する日
本の所得税が、実際に譲渡が行われ譲渡益が
実現した年に一度で課税する制度となってい
ることと根本的に異なることとなる。

　なお、この国外転出時課税の特例の創設に合
わせ、対象資産が、居住者から、国外に居住す
る親族等（非居住者）に贈与により移転する場
合に、贈与した時に贈与された資産の譲渡等が
あったものとみなして贈与者に所得税が課税さ
れる制度（所法60の3①～③）、及び国外に居
住する相続人又は受遺者（非居住者である相続
人等）がこれら対象資産を相続又は遺贈により
取得した場合に、相続又は遺贈の時にこれら資
産の譲渡等があったものとみなして、被相続人
に所得税が課税される制度（所法60の3①～
③）が創設された。この点は、日本の税制全体
での平仄をとったものとして評価できる。
（2）対象者（納税義務者）
　国外転出をする居住者で、次の①及び②に該
当する者が、国外転出時課税の対象となる（所
法60の2⑤）。
①　国外転出の時に所有等している対象資産で

ある有価証券等の価額の合計額が1億円以上
であること

②　国外転出の日前10年以内において、国内
在住期間が5年を超えていること。

　この「転出」は、国内に住所及び居所を有し
ないことであり、具体的には、税務上の非居住
者のステイタスになることが該当する（所法
60の2①）。ただし、所得税法上の「非居住者」
の定義とは一致しない点に注意する必要があ
る。
（3）対象資産である株式等
　国外転出時課税の対象資産は、株式や投資信
託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持
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分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済
のデリバティブ取引（先物取引、オプション取
引など）が該当する（所法60の2①～③）。
　この対象資産の価額の合計額が1億円以上と
なるかどうかについては、国外転出の時に有し
ている資産につき、国外転出の時（納税管理人
の届出をした場合）又は国外転出の予定日の3
か月前の金額で判定することとなる（所法60
の2⑤）。この場合、国外転出時等に含み益が
あるかどうかにかかわらず、すべての対象資産
の価額の合計額で判定し、譲渡による所得が非
課税となる国債、地方債等の有価証券について
も、国外転出時課税の対象資産として合計額の
判定に含める必要がある。特に、措置法第37
条の14（非課税口座内の少額上場株式等に係
る譲渡所得等の非課税、いわゆるNISA）によ
り譲渡による所得が非課税とされる有価証券
も、国外転出時に有している有価証券に含まれ
る点には注意を要する（所基通60の2−5）。
　また、この「1億円」という基準は、譲渡益
の金額ではなく、保有する有価証券等の価額の
合計であり、日本の譲渡所得課税を逃れるため
に国外転出を図ることのコスト等に比してかな
り少額であると指摘できる。租税回避防止とい
うより、一般的な課税強化の度合いが強いとい
えよう。特定の高額資産家（高額の有価証券等
の所有者、例えばIPO予定株式を所有する起業
家など）の租税回避を防止する効果に比し、中
小企業のオーナーや株式投資を行う一般的なサ
ラリーマンへのマイナスの影響が大きいかもし
れない。また、サラリーマンという観点では、
ストックオプションを有する者への影響も大き
いのではないかと考えられる。
（4）申告手続き
　本制度は、平成27年7月1日以後に国外転出

する場合に適用される。国外転出時課税の対象
者が、
①　国外転出の時までに納税管理人の届出をし

た場合には、国外転出をした年分の確定申告
期限までに、その年の各種所得に国外転出時
課税の適用による譲渡所得等（事業所得、譲
渡所得又は雑所得）を含めて確定申告及び納
税をする必要がある（所法60の2①一、②
一、③一、120①、128）。なお、この場合の
申告所得に含められる譲渡所得等の金額は、
国外転出時の（i）有価証券等の価額に相当す
る金額で譲渡があったものとして計算した金
額及び（ii）未決済信用取引等又は未決済デリ
バティブ取引等を決済したものとみなして算
出した利益の額又は損失の額に相当する金額
となる。

②　納税管理人の届出をしないで国外転出をす
る場合は、国外転出の時までに、その年の1
月1日から国外転出の時までにおける各種所
得について、国外転出時課税の適用による所
得を含めて準確定申告及び納税をする必要が
ある（所法 60 の 2 ①二、②二、③二、120
①、128）。なお、この場合の申告所得に含め
られる譲渡所得等の金額は、国外転出の予定
日から起算して3か月前の日の（i）有価証券等
の価額に相当する金額で譲渡があったものと
して計算した金額及び（ii）未決済信用取引等
又は未決済デリバティブ取引等を決済したも
のとみなして算出した利益の額又は損失の額
に相当する金額となる。なお、国外転出の予
定日から起算して3か月前の日後に取得した
有価証券等の取得時の価額については、有価
証券等の取得価額とされる（所基通60の2－
6、結果として譲渡所得等は認識されないと
考えられる）。
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